
 

審議会等議事概要 

 

令和６年度 第１回 滝川市国民健康保険運営協議会 議事概要 
                                              

日 時 令和６年８月29日（木曜日）午後６時00分～午後７時00分 

開催場所 滝川市役所５階 庁議室 

出席者 

委  員：向井会長、直江会長代理、新山委員、池田委員、本川委員、 

南（登志靖）委員、外山委員、岩橋委員 

事務局等：中島副市長、横山市民生活部長、寺嶋保険医療課長、大橋課長補佐、 

栗木係長、谷内主任主事 

 

 

 

 

 

 

 

議 事 

 

１ 開 会 

 

２ 会長挨拶 

 

３ 市長挨拶 

 

４ 議事録署名委員の選出 

議事録署名委員 岩橋委員 

 

５ 議 題 

(１) 令和５年度国民健康保険特別会計決算について 

 ① 資料説明 

事務局より、会議資料「(１) 令和５年度国民健康保険特別会計決算につ

いて」に基づき説明した。 

 ② 質疑 

    なし 

 

(２) 令和５年度国民健康保険事業状況について 

 ① 資料説明 

事務局より、会議資料「(２) 令和５年度国民健康保険事業状況につい

て」に基づき説明した。 

② 質疑 

委 員 脳ドック費用助成事業について、定員 70 名より多くの方が申込

され抽選となった。当選者のうち６名のキャンセルがあり未受診と

なったが、補欠の方を繰り上げ当選させるなどの対策はとっている

のか。 

事務局 脳ドック費用助成事業の決定通知を対象者に送った段階でキャン



 

セルとなった場合は、補欠の方を繰り上げ当選させている。しか

し、受診日直前のキャンセルは医療機関の変更対応が難しいことか

ら繰り上げ当選は行っていない。 

 

(３)  北海道の標準保険税率の統一に伴う税率改定の検討について 

 ① 資料説明 

事務局より、会議資料「(３) 北海道の標準保険税率の統一に伴う税率改

定の検討について」に基づき説明した。 

  ② 質疑 

委 員 滝川市は北海道が示す統一保険税率となる令和 12 年度より前の

令和 10 年度から段階的に税率改定を行う予定ということだが、他

市町村では検討が進んでいる状況なのか。 

事務局 滝川市と同じように段階的に税率改定を検討している市町村や令

和 12 年度まで改定しないことで検討している市町村もあるが、半

数程度の市町村で検討が進んでいる状況にある。 

委 員 令和 10 年度から段階的に税率改定を行うと、資料にあるとおり

基金は少しずつ積み上がっていくことになると思うが、基金が多く

積み上がったとしても、令和 12 年度以降の滝川市の保険税率は北

海道が示す統一保険税率を維持していくということか。 

事務局 維持していく予定である。 

委 員 北海道が道内市町村の基金を集約し、標準保険税率を引き下げる

財源に利用するといったことも考えられるが、そのような検討はさ

れているのか。 

事務局 道内各市町村を集めた会議の中ではそういった利用方法とはなら

ない方向で議論されている。 

 

(４) マイナンバーカードと被保険者証の一体化について（報告） 

 ① 資料説明 

事務局より、会議資料「(４) マイナンバーカードと被保険者証の一体化

について（報告）」に基づき説明した。 

  ② 質疑 

委 員 現状何％ぐらいの方がマイナンバーカードと保険証の利用登録を

行っているのか。 

事務局 令和６年６月末日現在で被保険者数 6,504 名に対し、登録者数は

4,182 名で、登録割合は約 64.3％となっている。 

委 員 マイナンバーカードを持ってない方には資格確認書が送付される

が、マイナンバーカードを持っていて保険証の利用登録をされてい

ない方はどうなるのか。 

事務局 同様に資格確認書を送付することになる。 

委 員 資格確認書の送付は今後も続けていくのか。 



 

事務局 続けていく予定である。 

委 員 当院の窓口では約３割の方がマイナ保険証を使っていただいてい

る。マイナ保険証は、資格の取得・喪失等がすぐに確認できるこ

と、他人の保険証で受診するなりすましを防げるといったメリット

があるため普及させていただきたい。当院でも普及に努めていく。 

事務局 市公式ホームページや広報誌等で積極的に周知し普及に努める。

今後も普及にご協力いただきたい。 

事務局 市内にマイナ保険証に対応していない医療機関等はどの程度ある

のか。 

委 員 今日現在で２か所と把握している。なお、現状であれば保険証、

12月２日以降は資格確認書でも受診できるが、令和７年８月１日以

降にマイナ保険証に対応していない医療機関等をマイナ保険証で受

診する場合は、今後送付する資格情報のお知らせを持参し提示いた

だくか、スマートフォン等でマイナポータルにアクセスして医療保

険の被保険者資格情報の画面を提示する必要がある。 

 

 (５) その他 

  議題なし  

 

６ 閉 会 

 

会議資料 

(１) 令和５年度国民健康保険特別会計決算について 

(２) 令和５年度国民健康保険事業状況について 

(３) 北海道の標準保険税率の統一に伴う税率改定の検討について 

(４) マイナンバーカードと被保険者証の一体化について（報告） 

                                              


